
予
備
的
調
査
要
請
書

一
．
件
名

特
殊
法
人
の
組
織
等
に
関
す
る
予
備
的
調
査
要
請

二
．
予
備
的
調
査
の
目
的

独
立
行
政
法
人
の
組
織
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
四
度
に
わ
た
っ
て
予
備
的
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
実
態
の
一
部
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

特
殊
法
人
に
つ
い
て
も
、
国
か
ら
の
補
助
金
等
を
使
っ
て
非
効
率
的
な
事
業
運
営
を
し
て
い
た
り
、
天
下
り
の
受
け
皿
と
な
る
な
ど
、
税
金
の
ム

ダ
づ
か
い
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
税
金
の
一
層
の
効
率
的
な
活
用
を
図
る
た
め
、
特
殊
法
人
の
組
織
等
に
関
す
る
予
備
的
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
．
予
備
的
調
査
の
具
体
的
内
容

（
一
）
特
殊
法
人
（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
時
点
で
存
在
す
る
三
十
六
法
人
）
に
つ
き
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
現
在
の
組
織
名
、
組
織
形
態
、

根
拠
法
規
、
所
管
府
省
、
資
本
金
、
政
府
出
資
比
率
、
事
業
目
的
並
び
に
役
員
の
任
免
及
び
予
算
・
決
算
に
係
る
国
会
及
び
政
府
の
関
与

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
組
織
改
編
の
予
定
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
二
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
、
平
成
十
四
年
、
平
成
十
五
年
、
平
成
十
六
年
、
平
成
十
七
年
、
平
成
十
八
年
及
び
平
成
十
九
年

（
各
四
月
一
日
現
在
）
の
組
織
名
及
び
職
員
数
（
役
員
を
除
く
、
常
勤
・
非
常
勤
別
、
出
向
者
受
入
の
人
数
を
明
記
。
な
お
出
向
者
受
入

（
い
わ
ゆ
る
往
復
・
片
道
の
出
向
者
を
問
わ
な
い
）
に
つ
い
て
は
所
管
官
庁
か
ら
の
出
向
者
と
そ
れ
以
外
の
出
向
者
を
分
け
て
記
載
す
る

こ
と
。
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
三
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
、
平
成
十
四
年
、
平
成
十
五
年
、
平
成
十
六
年
、
平
成
十
七
年
、
平
成
十
八
年
及
び
平
成
十
九
年

（
各
四
月
一
日
現
在
）
の
役
員
数
（
常
勤
、
非
常
勤
別
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
四
）

各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度

（
決
算
べ
ー
ス
、
非
常
勤
を
含
む
）
の
役
員
の
給
与
総
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
四
年
度
、



平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
（
四
月
か
ら
九
月
ま
で
）
の
各
法
人
の
役
員

個
人
別
の
給
与
年
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
五
）
各
特
殊
法
人
の
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
の
役
員
（
非
常
勤
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
①

氏
名
、
②

役
職
名
（
常
勤
・
非
常
勤
の
別

を
明
ら
か
に
）
、
③

就
任
年
月
日
、
④

就
任
時
年
齢
、
⑤

経
歴
（
国
家
公
務
員
経
験
者
は
、
入
省
年
次
、
退
職
年
月
日
、
退
職
前
五
年

間
の
役
職
名
、
退
職
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
職
歴
（
独
立
行
政
法
人
、
他
の
特
殊
法
人
も
し
く
は
認
可
法
人
、
公
益
法
人
の
役
員
勤
務

が
あ
る
場
合
は
あ
わ
せ
て
報
酬
額
、
退
職
金
額
）
、
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
前
職
（
企
業
・
団
体
名
、
役
職
名
）
と
退
職
年
月
日
。
た

だ
し
、
独
立
行
政
法
人
、
他
の
特
殊
法
人
も
し
く
は
認
可
法
人
、
公
益
法
人
の
役
員
勤
務
が
あ
る
場
合
は
あ
わ
せ
て
報
酬
額
、
退
職
金
額
）
、

⑥

兼
職
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
全
て
の
勤
務
先
と
役
職
名
（
常
勤
・
非
常
勤
の
別
、
有
給
・
無
給
の
別
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。

（
六
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度

（
決
算
べ
ー
ス
）
の
①
退
職
金
支
給
総
額
（
う
ち
役
員
へ
の
退
職
金
支
給
総
額
を
明
記
）
、
②
職
員
に
対
す
る
退
職
金
平
均
支
給
額
及
び
平

均
勤
続
年
数
（
常
勤
・
非
常
勤
の
別
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
な
お
、
役
員
に
つ
い
て
は
、
退
職
し
た
年
度
ご
と
に
、
個
別
に
支
給
額

を
記
載
（
支
給
額
が
未
決
定
の
場
合
も
計
算
式
は
明
記
の
こ
と
。
）
す
る
こ
と
。

（
七
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
八
年
度
及

び
平
成
十
九
度
に
お
け
る
①
予
算
額
（
う
ち
独
自
財
源
か
ら
の
収
入
額
・
補
助
金
等
を
別
に
）
、
②
事
業
経
費
、
③
経
常
経
費
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。
な
お
、
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い
て
予
算
ベ
ー
ス
、
決
算
ベ
ー
ス
（
平
成
十
九
年
度
を
除
く
）
の
双
方
で
記
載
の
こ
と
。

（
八
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度

に
お
け
る
①
資
産
合
計

①
―
Ａ
現
金
及
び
預
金

①
―
Ｂ
有
価
証
券

①
―
Ｃ
土
地
・
建
物
、
②
負
債
合
計

②
―
Ａ
短
期
借
入
金

②
―

Ｂ
長
期
借
入
金
（
借
り
入
れ
先
と
額
、
政
府
保
証
の
有
無
を
明
記
の
こ
と
）
、
③
資
本
合
計

③
―
Ａ
政
府
出
資
金

③
―
Ｂ
積
立
金
（
種
別

を
明
記
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
九
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
国
か
ら
現
物
出
資
又
は
無
償
譲
渡
さ
れ
た
資
産
（
有
形
（
土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
器
具
な
ど
）
・
無
形
（
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
、
電
話
加
入
権
な
ど
）
別
に
）
の
平
成
十
三
年
度
末
の
金
額
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六

年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
の
各
年
度
末
の
残
存
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
土
地
、
建
物
等
の
無
償
使
用
の
提



供
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
十
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度

の
外
部
の
監
査
法
人
等
に
よ
る
法
定
監
査
（
義
務
の
な
い
法
人
は
そ
の
旨
を
明
記
）
と
任
意
監
査
の
有
無
と
そ
の
監
査
法
人
名
及
び
監
査

意
見
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
十
一
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年

度
の
収
入
、
支
出
、
未
収
金
及
び
未
払
い
金
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
主
要
上
位
十
位
（
随
意
契
約
の
場
合
は
そ
の
旨
及
び
金
額
を
明
記
す
る

こ
と
。
ま
た
、
特
定
の
相
手
方
を
指
定
し
て
行
う
特
命
随
意
契
約
の
場
合
は
、
そ
の
金
額
を
別
に
明
記
す
る
こ
と
）
ま
で
の
取
引
先
の
名

称
と
そ
の
取
引
の
概
要
及
び
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
十
二
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年

度
の
子
会
社
、
関
連
会
社
及
び
関
連
公
益
法
人
（
以
下
、
関
係
法
人
）
と
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
出
資
額
、
各
関
係
法
人
の
総
売
上
額
、
当

該
特
殊
法
人
に
係
る
売
上
額
、
取
引
の
概
要
、
総
売
上
額
に
占
め
る
当
該
特
殊
法
人
に
係
る
売
上
額
の
割
合
、
関
係
法
人
の
役
員
一
覧
（
当

該
特
殊
法
人
か
ら
の
再
就
職
者
が
あ
る
場
合
は
同
法
人
に
お
け
る
最
終
役
職
名
（
旧
組
織
で
の
最
終
役
職
名
を
含
む
）
）
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。
な
お
、
出
資
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
末
に
お
け
る
出
資
総
額
も
記
載
す
る
こ
と
。

（
十
三
）
各
特
殊
法
人
に
つ
き
、
平
成
十
三
年
度
、
平
成
十
四
年
度
、
平
成
十
五
年
度
、
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
八
年
度

及
び
平
成
十
九
年
度
の
出
向
職
員
数
（
各
特
殊
法
人
か
ら
他
法
人
へ
の
出
向
を
指
す
。
い
わ
ゆ
る
往
復
・
片
道
の
出
向
者
を
問
わ
な
い
）

及
び
経
過
年
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
出
向
先
（
国
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
、
地
方
公
共
団
体
、
特
殊
法
人
も
し
く
は
認

可
法
人
、
公
益
法
人
、
そ
の
他
民
間
の
区
別
を
明
ら
か
に
）
、
ま
た
、
出
向
者
の
給
与
に
つ
い
て
各
法
人
が
補
填
し
て
い
る
場
合
は
、
出
向

先
の
区
分
ご
と
に
そ
の
補
填
総
額
と
そ
の
対
象
人
数
を
明
記
す
る
こ
と
）
。

（
十
四
）
各
特
殊
法
人
の
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
支
出
（
給
与
、
公
租
公
課
等
及
び
、
二
百
五
十
万
円
未
満
の
工
事
・
製
造
、
百
六
十
万
円

未
満
の
財
産
の
買
い
入
れ
、
予
定
年
額
賃
借
料
又
は
総
額
が
八
十
万
円
未
満
の
物
件
の
借
り
入
れ
、
百
万
円
未
満
の
役
務
提
供
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
契
約
年
月
（
契
約
に
基
づ
く
場
合
）
、
支
出
年
月
、
支
出
目
的
、
相
手
先
（
当
該
特
殊
法
人

及
び
旧
組
織
か
ら
の
再
就
職
者
、
所
管
省
庁
か
ら
の
再
就
職
者
が
所
属
す
る
法
人
、
当
該
特
殊
法
人
の
出
資
す
る
法
人
、
当
該
特
殊
法
人

以
外
の
特
殊
法
人
、
独
立
行
政
法
人
及
び
公
益
法
人
が
相
手
方
の
場
合
は
そ
の
旨
を
明
記
す
る
こ
と
）
、
契
約
に
基
づ
く
場
合
の
契
約
形
態



（
随
意
契
約
、
指
名
競
争
入
札
、
一
般
競
争
入
札
の
別
）
、
金
額
、
落
札
率
（
入
札
の
場
合
）
。
そ
の
際
、
各
特
殊
法
人
に
お
け
る
支
出
の

総
件
数
、
契
約
に
基
づ
く
場
合
の
件
数
、
随
意
契
約
の
件
数
、
特
定
の
相
手
方
を
指
定
し
て
行
う
特
命
随
意
契
約
の
件
数
、
当
該
特
殊
法

人
及
び
旧
組
織
の
職
員
が
再
就
職
す
る
法
人
に
対
す
る
支
出
の
件
数
（
う
ち
、
契
約
に
基
づ
く
場
合
の
件
数
、
随
意
契
約
の
件
数
及
び
特

定
の
相
手
方
を
指
定
し
て
行
う
特
命
随
意
契
約
の
件
数
。
以
下
同
じ
。
）
、
所
管
省
庁
の
職
員
が
再
就
職
す
る
法
人
に
対
す
る
支
出
の
件
数
、

当
該
特
殊
法
人
の
出
資
す
る
法
人
に
対
す
る
支
出
の
件
数
、
当
該
特
殊
法
人
以
外
の
特
殊
法
人
に
対
す
る
支
出
の
件
数
、
独
立
行
政
法
人

に
対
す
る
支
出
の
件
数
及
び
公
益
法
人
に
対
す
る
支
出
の
件
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
十
五
）
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
、
国
の
行
政
組
織
か
ら
各
特
殊
法
人
に
再
就
職
し
て
い
る
者
（
再
々
就
職
を
含
む
。
い
わ
ゆ
る
往
復
の

出
向
者
は
含
ま
な
い
、
再
就
職
ま
で
の
期
間
等
を
問
わ
な
い
）
の
人
数
、
最
終
役
職
名
、
氏
名
、
出
身
組
織
、
再
就
職
年
月
及
び
特
殊
法

人
に
お
け
る
役
職
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
十
六
）
平
成
十
九
年
四
月
一
日
現
在
ま
で
の
十
年
間
に
お
い
て
、
特
殊
法
人
か
ら
他
の
法
人
（
組
織
の
形
態
を
問
わ
な
い
）
に
再
就
職
し
て

い
る
者
（
再
々
就
職
を
含
ま
な
い
。
い
わ
ゆ
る
往
復
の
出
向
者
は
含
ま
な
い
、
再
就
職
ま
で
の
期
間
等
を
問
わ
な
い
）
の
人
数
（
う
ち
国

家
公
務
員
経
験
者
の
内
訳
）
、
最
終
役
職
名
、
氏
名
、
出
身
組
織
、
再
就
職
年
月
及
び
再
就
職
先
に
お
け
る
役
職
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

（
十
七
）
各
特
殊
法
人
が
平
成
十
八
年
度
末
に
お
い
て
出
資
す
る
法
人
に
つ
い
て
、
そ
の
法
人
名
、
出
資
総
額
及
び
出
資
比
率
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。

（
十
八
）
各
特
殊
法
人
の
保
有
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
度
中
の
増
減
状
況
並
び
に
平
成
十
八
年
度
中
に
売
却
し
た
固
定
資
産
（
帳

簿
価
額
五
十
万
円
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
の
名
称
、
所
在
地
、
面
積
、
帳
簿
価
額
、
売
却
価
額
及
び
売
却
契
約
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

四
．
そ
の
他

本
要
請
書
は
、
総
務
委
員
会
に
送
付
さ
れ
た
い
。


